
※
　
臨
時
財
政
対
策
債
は
、
財
源
の
不

足
に
対
応
す
る
た
め
、
特
別
に
発
行
を

認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
後
年
度
国
か
ら

交
付
税
措
置
が
あ
り
ま
す
。
 

Ⅰ
　
財
政
状
況
及
び
財
政
運
営
方

針
の
位
置
づ
け 

 

　
景
気
の
低
迷
や
町
税
収
入
が
伸
び

悩
む
中
、
住
民
生
活
の
向
上
の
た
め

の
道
路
・
公
共
施
設
等
の
整
備
に
努

め
た
結
果
、
町
の
借
金
で
あ
る
町
債

は
増
加
す
る
と
と
も
に
、
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
、
体
育
館
な
ど
の
大
型
施

設
の
管
理
運
営
費
な
ど
が
増
え
て
い

ま
す
。 

　
そ
の
結
果
、
町
の
貯
金
で
あ
る
基

金
の
減
少
と
共
に
財
政
は
悪
化
し
、

本
町
財
政
は
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て

い
ま
す
。 

                    

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、「
中
期

財
政
見
通
し
」
に
よ
り
予
想
さ
れ
る

財
政
状
況
の
悪
化
を
改
善
し
、
住
民

ニ
ー
ズ
に
弾
力
的
か
つ
的
確
に
対
応

で
き
る
健
全
な
財
政
構
造
を
つ
く
る

た
め
に
「
財
政
運
営
の
方
針
」
を
定

め
ま
す
。 

 

Ⅱ
　
中
期
財
政
見
通
し
（
期
間
　
平

成
17
年
度
〜
平
成
21
年
度
） 

 

　
本
町
の
財
政
状
況
は
、
景
気
の
長

期
低
迷
、
国
の「
三
位
一
体
の
改
革
」

の
影
響
に
よ
り
国
庫
補
助
負
担
金
や

地
方
交
付
税
の
更
な
る
縮
減
が
想
定

さ
れ
る
中
で
、
扶
助
費
、
公
共
下
水

道
や
介
護
保
険
な
ど
の
特
別
会
計
へ

の
繰
出
金
等
が
年
々
増
加
す
る
な
ど
、

非
常
に
厳
し
い
状
況
に
な
る
見
込
み

で
す
。 

 
１
　
歳
入 

 

　
町
の
主
な
収
入
で
あ
る
町
税
に
つ

い
て
は
、
景
気
の
低
迷
を
反
映
し
て

町
民
税
の
伸
び
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
が
、

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
宅
地
化
の

進
行
等
に
よ
り
一
定
の
伸
び
が
見
込

ま
れ
る
た
め
、
町
税
は
１
％
程
度
の

伸
び
の
見
込
み
で
す
。 

　
新
規
に
「
定
率
減
税
の
廃
止
（
平
成

18
、
19
年
度
）」・「
大
型
商
業
施
設（
平

成
19
年
度
以
降
）」・「
東
レ
工
場
増
設

（
平
成
19
年
度
以
降
）」に
よ
る
増
収
を

そ
れ
ぞ
れ
見
込
ん
で
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、

三
位
一
体
の
改
革
等
に
よ
り
、
平
成

18
年
度
に
減
少
し
て
い
く
見
込
み
で 

す
。 

　
そ
の
他
、
財
源
不
足
を
補
て
ん
す

る
た
め
基
金
か
ら
取
り
崩
す
見
込
み

で
す
。 

 

２
　
歳
出
 

 　
今
後
の
歳
出
見
込
み
に
つ
い
て
は
、

少
子
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
扶
助
費

や
介
護
保
険
な
ど
の
特
別
会
計
繰
出

金
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
部
事
務
組
合
に
お
い
て
も

廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
及
び
老
人
ホ

ー
ム
建
設
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、

今
後
、
借
入
金
の
償
還
開
始
に
伴
う

負
担
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

　
こ
れ
ら
の
歳
出
に
つ
い
て
は
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
一
般
財
源
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
新
た
な
住
民
ニ
ー
ズ
な
ど

に
対
応
す
る
財
源
を
圧
迫
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

 ３
　
経
常
収
支
の
状
況
 

 　
毎
年
支
出
が
必
要
な
経
費
の
割
合

を
示
す
経
常
収
支
比
率
は
、
今
後
、

人
件
費
な
ど
の
削
減
を
予
定
し
て
い

ま
す
が
、
全
国
平
均
並
み
の
85
％
程
度
 

で
推
移
す
る
見
込
み
で
す
。
 

   

４
　
町
債
残
高
の
推
移
 

 　
町
の
借
金
で
あ
る
町
債
残
高
に
つ

い
て
は
、
単
独
事
業
へ
の
積
極
的
な

取
組
み
、
景
気
対
策
に
伴
う
事
業
実

施
な
ど
に
よ
り
近
年
大
幅
に
増
加
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
町
債
残
高
は

平
成
18
年
度
を
ピ
ー
ク
に
そ
の
後
減

少
す
る
見
込
み
で
す
。
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12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 

町債残高　　内臨時財政対策債 

町債残高　　基金残高 

11.0 15.4 19.1 21.6 23.7 25.4

107.1 108.9 112.0 108.0 104.0 101.2

億円 
 
 

町債残高・基金残高の状況 
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